
詳しくは 

こちらから 

をご利用ください！ 

 

＜保護者負担額軽減＞ 

・対象 熊谷市に居住するこども（市外居住者は対象外です。） 

・金額 こども1人1時間当たり150円で利用できます。 

（市外居住者はこども１人１時間当たり３００円です。） 

・所得制限はありません。 

お問合せ 

熊谷市保育課 電話 524-1460 

令和８年４月開始 

県内初 

熊谷市独自の 子育て応援！ 

にします 

 

利用料を 

裏面もご覧ください。 

市ホームページ 

※詳細は各施設で確認してください。 



こども誰でも通園制度とは？ 

こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て世帯に対し

て、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化す

るため、就労要件を問わずに柔軟に利用できる新たな通園制度です。 

対 象 者 

利用可能時間 

実 施 施 設 

利 用 料 

利 用 の 流 れ 

 

① 利用認定申請 

（利用者⇒市） 

専用サイト（つうえんポータ

ル）（※）から利用認定の申請

を行う。 

後日、市から利用認定証が発行 

 

② 初回面談予約 

（利用者⇒施設） 

 専用サイトから利用を希望

する施設に初回面談の予約

を行う。 

 

③初回面談（必須） 

 こ ど も の 状 況 把 握 の 

ため施設と初回面談を 

実施 
 

④ 利用の予約 

（利用者⇒施設） 

 専用サイトから施設の

空き状況を確認し、利

用の予約を行う。 

 

⑤ 利用開始 

 予約確定日に施

設を利用 

保育所等に通っていない 

０歳６か月から２歳まで のこども 

こども1人につき 月１０時間 まで 

熊谷市ホームページで公開中 

（市民）こども1人1時間当たり１５０円  

（市外の方）    〃       ３００円                 

 ※生活保護世帯等は免除制度あり 

※ つうえんポータルはこども家庭庁が運用する利用予約システムです。 

まずは認定申請 

こちらから つうえんポータル 


